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1. 特異判定式における算定方法

2.維持管理において事業者が行う設備更新

3.支援区域で放送サービスを提供する場合の算定方法

現行のブロードバンドユニバーサル制度（ラストリゾート責務を負う事業者が存在しない）を前提としたものです





（参考）特異判定式（「ブロードバンドサービスに関する ユニバーサルサービス制度における 交付金・負担金の算定等の在り方」答申）
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(ウ) 考え方

「収入」及び「費用」の範囲については、交付金算定において、算定対象設備に対応する形でその範囲を画定・限定することが適切である。その際、収入と費用を見積もる対
象設備の範囲を一致させるように、ワーキンググループの検討過程で提案された方法も踏まえて、当該設備の区分に応じ適切に収入と費用を算定していくことが重要である。
特に、前述した「共通費の配賦基準」により放送サービスに係る費用を圧縮する際は、これに係る収益も圧縮させ、収入と費用の対象範囲を一致させることも必要である。

なお、「収入」と「費用」の対象について海外事例を参考にするとの意見も一部見られたが、海外のどの事例と我が国の BB ユニバ制度のどの部分の考え方や前提が対比
できるのか、事例として適合するのかなど、十分な検討を要するものであり、電気通信事業者から具体的かつ現実的な提案があった場合には、必要に応じて検討を行うこと
とするのが適当である。 また、収入費用方式の適用の期間については、収入費用方式が例外的な方式であることや、技術革新のインセンティブを削ぐことがないよう配慮す
る観点などからも、一定の期間とすることを念頭に置く。この点、２月答申において、「特別支援区域の指定後に当該区域で新規整備された回線設備及び民設民営へ移行し
た」場合に適用する具体的な算定方法とその条件等について整理することとされ、コスト算定研究会において、「特異判定式11」を収入費用方式として位置付けることが整理
された。

すなわち、BB ユニバ制度の創設に係る令和４年改正電気通信事業法の施行日である令和５年６月16日時点で、①公設地域又は②未整備地域であった地域については、
当該施行日以降、それぞれ①公設設備が民間移行された場合、又は②新規に民設民営方式の設備が整備された場合に限って、交付金算定の標準判定式とは異なる「特異
判定式」を交付金算定において適用するというものである。考え方としてこれが適当と考える。 また、「特別支援区域の指定後」以降のみならず、制度の複雑さを回避し、副次
効果を含む政策目的を達成する観点から、令和４年改正電気通信事業法の施行日から最初の支援区域指定日（本年８月末予定）までの間に、これら①又は②に該当する場
合についても、この「特異判定式」を適用することが適当である。

ただし、特異判定式はあくまでも例外的に一定の標準的なモデルを用いて算定した収入費用方式を採用するものであり、特異判定式の適用については、標準判定式と同
様に、総務省において継続的に見直すことが適当である。その際、特定の町字について、特異判定式の適用から標準判定式の適用に切り替わる時期等について、実際の運
用状況等も考慮しながら検討すべきである。また、特異判定式の適用を受ける町字については、真に役務提供に必要な費用を特定し、それに基づいて交付金が算定されて
いるか等が客観的に確認でき、透明性と公平性が担保されるように、費用などは公表されることが適当である。その公表に当たっての具体的な項目や方法については、経営
に関する情報等にも配慮しながら、総務省令等の中で総務省が策定することが適当である。

---
11 特異判定式とは、交付金算定の標準判定式とは別に用意する、①公設地域又は②未整備地域に限って適用する判定式である。２月答申で「特別支援区域の指定後に当
該区域で新規整備された回線設備及び民設民営へ移行した回線設備については、例外的に一定の標準的なモデルを用いて算定した収入費用方式を採用することを念頭に
具体的な算定方法を検討する」とされたものに相当する。電気通信事業者が自ら設置した電気通信設備を用いて平時に第二号基礎的電気通信役務を提供することを前提に
（標準的なモデルとして）用意する標準判定式は、①公設地域が自治体所有の設備を用いる点で、及び②未整備地域が元来人口が少ないなど一定の需要数を標準化できな
い点で、それぞれ前提が異なるため、適用できない。特異判定式は、これら①及び②の２つの場合に限って、実際の構築費用を用いつつ、コスト算定するものとして用意する
ことが想定されている。

２. 交付金・負担金の詳細な算定方法に関する検討事項 （３） 検討事項３ ベンチマーク方式及び収入費用方式の在り方
② 収入費用方式における費用と収益の範囲の設定


















